木造中層建築物検討業務委託仕様書

１．委 託 名	木造中層建築物検討業務委託（仮想設計）

２．目    的	　「木の文化都市・金沢」の具現化に向けた地域産材の使用に対するコスト、流通などの側面からの課題を抽出し、検証するため、金沢市尾張町地内の仮想敷地における中層建築物の仮想設計を通して検討を行うものである。
　検討に際しては特に以下の点について検討すること。
①木造中層建築物の実現に向けた課題検討
②金沢の歴史景観と調和した外観の木質化に向けた意匠検討
③推進体制の確立に向けた体制検討

３．検討場所	金沢市尾張町地内（モデル地区内）

４．検討対象	１棟　新築設計

５．敷地面積 	約３５０㎡

６．構    造	木造（他構造との混構造も可とする）

７．規    模	地上４階建て　建築面積　約１２０㎡　延床面積　約５００㎡

８．主要用途	商業施設＋事務所

９．概　　要	販売スペース、事務室、駐車場機能

10．委託期限	令和５年　３月１０日迄  

11．設計業務の範囲
    平成31年国土交通省告示第98号に掲げる業務内容を基本とし、下記の範囲とする。
　　（一般業務）
(1) 設計条件等の整理
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
(3) 設計の方針策定
(4) 設計の図書作成
(5) 概算工事費の検討（鉄骨造での計画とのコスト比較を含む）
(6) 設計内容の発注者への説明等
　　（追加業務）
　　　(1)完成予想図の作成（透視図）

12.業務の留意点　
(1) 建物の意匠・構造の仕様等については、発注者と十分協議を行い、その旨を基本設計に反映させること。特に木の文化都市実現のため、通り等から通常望見できる部分は木質化（仕上げ等に木を使用すること）するものとし、計画全体は金沢市木の文化都市創出モデル事業補助金申請要領に準じた内容とすること。
(2) デザインについては、敷地周辺の通りの景観に配慮したものとし、既存計画（金沢市景観計画等）の方針及び基準を反映させること。
(3) 構造計画は、当該施設の設計に必要な資格者による設計、又は構造規定のチェックを行うこと。
(4) 本業務の目的達成のため必要に応じ、地域産材の供給体制関係者、中高層木造にかかる専門家等、具体化に向けた検証のための聞き取りを行うこと。

13．業務の処理
  (1) 受注者は、業務に必要な調査を行い、関係部署と十分協議した上で関係法令に基づいた資料を作成しなければならない。
  (2) 受注者は、業務の詳細及び当該工事の範囲について、発注者の係員と連絡をとり、かつ十分に打合せを行い、業務の目的を達成しなければならない。
  (3) 受注者は、業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに発注者の係員に中間報告をし、その監修を受けなければならない。
  (4) 発注者は、基本計画書、その他業務に必要な資料を提示する。

14．業務内容の疑義
      受注者は、業務内容に疑義があるときは、速やかに発注者の係員と協議すること。

15. 業務の再委託
      受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ
発注者の承諾を得なければならない。その業務は、完成予想図作成業務、構造設計業務、積
算業務とする。

16．守秘義務
      受注者は、本委託業務において知り得た情報及び成果品を他に漏洩、公表、貸与及び使用してはならない。

17．業務の完了
      受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく次に掲げる設計図書等を提出しなければならない。
なお、成果品については、紙印刷物とあわせて電子データによる提出も行う。
  (1) 設計説明書（指定部）
        計画概要（設計要旨、仕上げ材料、工法、色彩計画、構造様式、構造部材断面、設備概要等）
  (2) 設計図書
      建築（製本１部）
      　ア  案内図（付近見取図1／3,000程度、位置図1／50,000程度）
      　イ  配置図
      　ウ  仕上げ表
      　エ  平面図
      　オ  立面図（４面）
     　 カ  断面図（２面）
　　　　キ　外構図
      　ク  面積求積表
      　ケ　構造　各階伏図及び主要部材の仮定断面
　　　　コ　構造　各通りの軸組図
  (3) 工事費概算書（１部）
  (4) 工事予定工程表（実施設計工程も記入）（１部）
　　　※木材の調達工程計画を含む
  (5) 関係法令チェック表（１部）
  (6) 完成予想図（透視図：外観２景（周囲の建物イメージを図示したもの）　Ａ３サイズ程度）
　(7) 各側面からの課題とりまとめ（1部）

18．手続書類の提出
  (1) 受注者は、業務に着手するときは業務委託着手届と共に次の手続書類を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
    ①  業務委託着手届       　　 １部    （別記様式第 １号）
    ②  業務工程表　　        　　１部    （別記様式第 ４号）
    ③　業務再委託申請書  　　　　１部　　（別記様式第１４号）   
 






























特記仕様書

　本業務は、国道１５９号博労町交差点から橋場交差点までの区間に面する敷地をモデル地区とし、同区域の一角に４階建ての中層木質ビルを想定した仮想設計を行うもので、（一社）石川県建築士事務所協会「木の文化都市部会」（以下「部会」という。）との連携により業務を行うものである。

１　部会について
　　７月～来年２月まで、各月１回（合計８回）事務所協会で開かれる『木の文化都市創造部会』　
開催３日前までに、業務進捗報告と協議記録の作成、協議内容に沿った資料の作成し提出しな　
ければならない。
　部会は、原則第一水曜日１３：３０～開催するものとし、同部会に担当者が出席すること。

２　「金沢会議」への説明資料作成（予定合計3回）
金沢市が主催する、「木の文化都市」を創出する金沢会議（第１回：７月下旬、第２回11月上旬、第3回2月下旬）開催に伴う資料を作成すること。

３　その他
・　金沢会議へ提出前に、市役所庁内WG等での内容精査、各種意見による資料修正
　・　本業務の内容は金沢会議に出席される有識者・学識経験者の了承が前提となるため、了承を得るための検討資料作成が必要となる。
　・　その他疑義が生じたときは、部会の意向に基づき業務を履行するものとする。
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